
 

○神奈川県県税条例施行規則（昭和45年神奈川県規則第43号）新旧対照表 

新 旧 

（権限の委任） （権限の委任） 

第１条 徴収金（県税並びにその延滞金、過少申

告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処

分費をいう。次項、第３条第２項第４号、第７

条第８項、第10条及び第34条を除き、以下同じ。）

の賦課徴収、徴収金の徴収のためにする登記又

は登録及び県税に係る過料処分に関する事務

は、次に掲げる事項を除き、県税事務所又は神

奈川県自動車税管理事務所（以下「県税事務所

等」という。）の長（以下「所長」という。）

に委任する。ただし、神奈川県県税条例（昭和

45年神奈川県条例第26号。以下「条例」という。）

第４条第１項の表の事務の欄に掲げる事務は同

表の当該県税事務所等の欄に掲げる県税事務所

等の長に、条例第８条第１項に規定する証明書

の交付に関する事務（同表の事務の欄に掲げる

事務を除く。）は当該証明書の交付の請求を受

けた県税事務所の長に、第２条第15号又は第24

号に規定する自動車税の環境性能割又は種別割

の減免に関する事務（同欄に掲げる事務を除

く。）は当該減免に係る申請書を経由した県税

事務所の長に委任する。 

第１条 徴収金（県税並びにその延滞金、過少申

告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処

分費をいう。次項、第３条第２項第４号、第７

条第９項、第10条及び第34条を除き、以下同じ。）

の賦課徴収、徴収金の徴収のためにする登記又

は登録及び県税に係る過料処分に関する事務

は、次に掲げる事項を除き、県税事務所又は神

奈川県自動車税管理事務所（以下「県税事務所

等」という。）の長（以下「所長」という。）

に委任する。ただし、神奈川県県税条例（昭和

45年神奈川県条例第26号。以下「条例」という。）

第４条第１項の表の事務の欄に掲げる事務は同

表の当該県税事務所等の欄に掲げる県税事務所

等の長に、条例第８条第１項に規定する証明書

の交付に関する事務（同表の事務の欄に掲げる

事務を除く。）は当該証明書の交付の請求を受

けた県税事務所の長に、第２条第15号又は第24

号に規定する自動車税の環境性能割又は種別割

の減免に関する事務（同欄に掲げる事務を除

く。）は当該減免に係る申請書を経由した県税

事務所の長に委任する。 

 (1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

第１条の２～第６条 （略） 第１条の２～第６条 （略） 

（徴収金の納付又は納入） （徴収金の納付又は納入） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（削除） ７ 第１項から第５項までの規定によるほか、個

人事業税、不動産取得税及び自動車税の種別割

に係る徴収金は、地方自治法（昭和22年法律第

67号）第231条の２の３第１項の規定により知事

が指定した者（以下この項において「指定納付

受託者」という。）が納税義務者から納付の委

託を受けたときは、当該指定納付受託者に納付

させることができる。 

７ 第１項から第５項まで    の規定による

ほか、第５項の規定により符号を用いて納付し、

又は納入することができる徴収金は、法第747条

の８第１項の規定により地方税共同機構が指定

した者（以下この項において「機構指定納付受

託者」という。）が納税義務者又は特別徴収義

務者から納付又は納入の委託を受けたときは、

当該機構指定納付受託者に納付し、又は納入さ

せることができる。 

８ 第１項から第５項まで及び前項の規定による

ほか、第５項の規定により符号を用いて納付し、

又は納入することができる徴収金は、法第747

条の８第１項の規定により地方税共同機構が指

定した者（以下この項において「機構指定納付

受託者」という。）が納税義務者又は特別徴収

義務者から納付又は納入の委託を受けたとき

は、当該機構指定納付受託者に納付し、又は納

入させることができる。 

８ （略） ９ （略） 

第７条の２～第16条 （略） 第７条の２～第16条 （略） 

（利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の交付に

関する報告） 

（利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の交付に

関する報告） 



 

新 旧 

第17条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の19第１項の市（以下「指定都市」という。）

の長は、毎年、10月末日までに、法第71条の26、

第71条の47及び第71条の67の規定により当該市

に対して県が交付するものとされる利子割、配

当割及び株式等譲渡所得割に係る交付金の額の

算定に必要な事項を、利子割、配当割及び株式

等譲渡所得割に係る交付金の額の算定に関する

報告書により知事に報告するものとする。 

第17条 地方自治法          第252

条の19第１項の市（以下「指定都市」という。）

の長は、毎年、10月末日までに、法第71条の26、

第71条の47及び第71条の67の規定により当該市

に対して県が交付するものとされる利子割、配

当割及び株式等譲渡所得割に係る交付金の額の

算定に必要な事項を、利子割、配当割及び株式

等譲渡所得割に係る交付金の額の算定に関する

報告書により知事に報告するものとする。 

第18条～第37条 （略） 第18条～第37条 （略） 

  

 








